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原産地証明書発給手続きと義務 

原産地証明書発給手続き 
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原産地証明書の種類と内容 

内容 用途・根拠協定/法律など 

一般原産地証明書 

原産地証明書発給の要請： 
（1） 輸入国の法律・規則に基づく要請 
（2） 契約や信用状の指定 
ただし、記載事項はあくまで発給機関の定める
発給規則に基づいて作成される。契約および
L/C条件が発給規則に矛盾しないように注意必
要。 

・ 関税手続きの簡素化に関する国際条
約（ジュネーブ条約、1923年11月3日署
名） 

・ 原産地の認定基準 関税法基本通達 
   （68-3-5） 

GSP用原産地証明書
（Form A） 

発展途上国・地域が供与を希望し、先進
13カ国と地域がその供与を適当であると
認めた一般特恵関税適用の条件の一つ
として輸入国での輸入申告に必要。LDC
特別特恵関税要も同じForm A 

・ Decision of the GATT contracting parties 
of 28 November, 1979, entitled 
“Differential and more favorable 
treatment, reciprocity and fuller 
participation of developing countries” 

・ 関税暫定措置法 特恵関税等 

特定原産地証明書 
2カ国・地域のFTAの特定特恵関税適用
の条件の一つとして輸入締約国の輸入
申告に必要 

2カ国・地域間自由貿易協定・経済連携： 
シンガポール、メキシコ、マレーシア、チリ、
タイ、インドネシア、ブルネイ、ASEAN、フィ
リピン、スイス、ベトナム、インド、ペルー、
オーストラリア、モンゴル 
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出典：経済産業省ウェブサイト「（概要資料）原産地規則とは」より一部抜粋 

経済連携協定（EPA）原産地証明書発給の基本的フロー 
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出所：経済産業省原産地証明室監修「原産地証明法に基づく特定原産地証明書の発給申請手続きについて」 

原産地証明書申請から発給手続きの流れ 

①企業名、連絡先、署名等を登録＜企業登録＞ 

指
定
発
給
機
関 

発給申請者 

（輸出者） 

①企業名、連絡先、署名等を登録＜企業登録＞ 

原産品判定依頼者 

（生産者） 

②原産品であることを明らかにする資料の登録を行うウェブサイトに 
アクセスする際に必要となるログインID、パスワードを通知 

④Webサイトにアクセスし入力後、原産品であることを
明らかにする資料を提示、併せて「証明資料提出同

意通知書」を提出＜原産品判定依頼＞ 

⑤審査を行い、原産品と認められる産品について「原
産品判定番号」を付与 

②発給申請を行うWebサイトにアクセスする際に 
必要となるログインID、パスワードを通知 

⑥
「原
産
品
判

定
番
号
」を

通
知 

⑦Webサイトにアクセスし「原産品判定番号」等の発給
申請に係る情報を登録＜原産地証明書発給申請＞ 

⑧審査を行い、「特定原産地証明書」を発給 
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企業の場合：  

  （1）履歴事項全部証明書（発行日から3カ月以内のもの） 

  （2）「１．特定原産地証明書発給に係る登録申請者、２．特定原産地証明書 
  発給に係る手続き及び署名に関する権限を有する者」（オンライン画面） 

  （3）企業登録申請書 （オンライン画面の印刷フォームに署名、押印したもの） 

 

個人の場合： 

  （1）戸籍抄本（外国人の場合は外国人登録証の写し）、印鑑証明書 
  （双方共に発行日から3カ月以内のもの） 

  （2） 「１．特定原産地証明書発給に係る登録申請者、2．特定原産地証明書の 
  発給に係る手続き及び署名に関する権限を有する者」（オンライン画面） 

  （3）企業登録申請書（オンライン画面の印刷フォームに署名、押印したもの） 

企業登録申請に必要となるデータ 

企業登録 
日本タイ協定の場合 

出所：日本商工会議所「特定原産地証明書発給申請の手引き」より一部抜粋 
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（1）判定依頼者、担当者にかかわる情報 （企業名、企業登録番号、氏名、所在地、郵便番号、                                         
担当者氏名、所属部署、電話番号、FAX、Eメール等） 

（2）生産者に係る情報（企業登録番号、企業名（英文・和文）、所在地（英文・和文）、郵便番号、電話番号等） 

（3）原産品判定を行う輸出産品のHSコードと英文名称 

（4）原産品判定基準 （原材料情報や証明書類に基づいて行った原産品判定基準）             

A：国内で完全に得られまたは生産された産品                         
B：国内において、原産材料のみから生産された産品                  
C：国内において、非原産材料を使用し生産された産品で、品目別原産地規則     
（附属書2）の要件等を全て満たす産品                           
①付加価値基準  ②関税分類変更基準 ③加工工程基準              
④付加価値基準＋関税分類変更基準                        

（5）僅少、累積、代替材の救済規定適用の有無 

（6）証明資料提出同意通知書 （特定原産地証明書発給申請者の企業登録番号、企業名、郵便番号、                         
所在地、代表者名、電話番号、FAX、Eメール、有効期限等） 

（7）この他にも別途必要に応じて資料を求める場合もある 
出所：日本商工会議所「特定原産地証明書（発給申請の手引き）」より一部抜粋 

原産品判定依頼に必要となるデータ 

原産品判定依頼 
日本タイ協定の場合 
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原産品判定依頼のオンライン入力画面 

出所：日本商工会議所「特定原産地証明書発給申請の手引き」より一部抜粋 
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原産地証明書発給申請に必要となるデータ 

原産地証明書発給申請 
日本タイ協定の場合 

出所：日本商工会議所「特定原産地証明書発給申請の手引き」より一部抜粋 

（1）発給申請者に係る情報（企業名、住所、電話番号等） 

（2）輸入者に係る情報 

（3）原産品判定番号 

（4）貨物運送詳細 積込日、積込地（英文）、経由地（英文）、最終仕向地（英文）、 
便名（英文） 

（5）仕入書（インボイス）記載事項                               
品名、数量・単位、仕入書番号（Invoice Number）、仕入書日付（Invoice Date）、
Marks and numbers、Number and kind of package、仕入書作成者名（英文）、  
仕入書作成者住所（英文） 

（6）この他にも別途必要に応じて資料を求める場合もある 
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原産地規則の概要 
     財務省関税局業務課編 
 

http://www.mof.go.jp/jouhou/kanzei/fta_epa
/gaiyou/thailand/setsumeikai_gensanchi.pdf 
 
 

特定原産地証明書記載内容 日本タイ協定の場合 

タイ協定原産地証明書の記入要領／出典：税関
http://www.mof.go.jp/jouhou/kanzei/fta_epa/gaiyou/thail
and/kisaiyouryou.pdf 

http://www.mof.go.jp/jouhou/kanzei/fta_epa/gaiyou/thailand/setsumeikai_gensanchi.pdf
http://www.mof.go.jp/jouhou/kanzei/fta_epa/gaiyou/thailand/setsumeikai_gensanchi.pdf
http://www.mof.go.jp/jouhou/kanzei/fta_epa/gaiyou/thailand/setsumeikai_gensanchi.pdf
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タイ向け 
特定原産地証明書 
留意事項 

特定原産地証明書 
日本タイ協定の場合 

日本商工会議所 

「特定原産地証明書発給申請マニュアル」107頁 

日タイ協定用特定原産地証明書留意事項 
http://www.jcci.or.jp/gensanchi/tebiki.pdf 

 

http://www.jcci.or.jp/gensanchi/tebiki.pdf
http://www.jcci.or.jp/gensanchi/tebiki.pdf
http://www.jcci.or.jp/gensanchi/tebiki.pdf
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申請者の義務 
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2. 金型・金型部品の場合（金型1種類のみの場合） 

1. 発給手数料   ＝  ① 基本料 ＋ ②加算額 

  ① 基本料： 2,000円/発給申請１件 
 
  ② 加算額： 「証明書記載産品数」 × 「加算単価」 
     加算単価＝500円/1品 ⇒50円/1品 
  
（注：証明書記載産品の原産品判定番号を当該申請者が使用した回数が20回を超えた場合）  

 
 方式：①基本料（2,000円/発給申請1件）＋②加算量 （証明書記載産品数×加算単価） 
 
 計算： 
 A）①2,000円＋②500円 
       （原産品判定番号を当該申請者が使用した回数が20回以下の場合） ×1 
 B）①2,000円＋②50円  
       （原産品判定番号を当該申請者が使用した回数が20回を超える場合）×1 
 

原産品判定と原産地証明書発給費用 
日本タイEPAの場合 
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違反行為の内容 該当条文 罰金額 

標章の使用制限違反 第35条 50万円以下 

虚偽の申請書または虚偽の資料の提出 第36条 30万円以下 

原産品でなかった事の通知義務違反 第37条 30万円以下 

原産地証明書の返納義務違反 第38条 30万円以下 

原産地証明法に基づく罰則 

○書類の保存（原産地証明法第7条）がない 

○原産品確認への対応で期限までに回答が  
ない場合、または回答が不十分な場合   

原産品確認手続が円滑に対応できず最
終的には 

特恵関税否認の可能性 

○証明書受給者、特定証明資料提出者の報告 
要請・実地検査の同意拒否 

A）証明書発給決定取消の可能性 

B）相手国の当局への発給取消通報 

注1 証明書発給が取り消された場合、当該原産地証明書を所持する証明書受給者は遅滞なく、その証明書を経済産業 
    大臣に返納しなければならない。 
  2.  特恵の適用を目的として原産地証明書を偽造した場合は、刑法155条の公文書偽造に該当し1年以上10年以下の 
    懲役の対象になる。   

証明書発給などにかかる罰則 
日本タイEPAの場合 
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発給・判定受付商工会議所の事務所 

申請先は日本商工会議所 
http://www.jcci.or.jp/gensanchi/tebiki.pdf 
 

特定原産地証明書発給申請マニュアル 

http://www.jcci.or.jp/gensanchi/tebiki.pdf

